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年金制度の仕組み

年金制度は、「3階建て」の構造。

1・2階部分の公的年金が国民の老後生活の基本を支え、3階部分の企業年金・個人年金と

合わせて老後生活の多様な二ーズに対応。

3階部分

2階部分

国民年金基金

1階部分

個人型年金(iDeco)

第1号被保険者

都 11

企業年金

厚生年金保険

自営業者など

国民年金(基礎年金)

第2号被保険者 第3号被保険者
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公的年金制度とライフコース

現役時代

保険料を負担

国民年金(基礎年金)

"一賭容'

/

毎月16,980円(定額)を負担
※令和6年度

(20歳から)

働き方・暮らし方に応じて加入

それぞれの保険料を納めた期間等(※1)を貪算レエ1^しあれば老齢年金(※ユ)を受けられます。
(※1)第1号被保険者の保険料免除期間や第3号被保険者であつた期間を含みます。
(※2)厚生年金保険の加入期間があれば全て給付に反映されます6

引退後

年金を受給

(65歳から)

第2号被保険者

(就職から)

4

,.........

(原則60歳まで)

^

玉宝'§,御賭"§

納

f】、

(亡くなるまで)

月給の183%負担

(半分は会社が負担)

月約6.8万円(満額)

＼

国民年金(基礎年金)

(退職まで)

暮らしの変化等
転職、

負担なし

(第2号被保険者全体で負担)

月約14.9万円(平均)令和元年度末

(20歳から)

J^、

月約6.8万円(満額)
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短時間労働者への被用者保険の適用(令和2年年金法改正以前の状況)

. 従来、被用者保険(厚生年金保険、健康保険)が適用される者の範囲については、フルタイムに
近い働き方をする人に限られていた。※週の所定労働時間等の概ね4分の3以上

平成28 (2016)年10月~

. 法改正により、当該範囲を1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様
の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者
(例:フルタイム労働者、週労働30時間以上の労働者(フルタイムの週労働時間力辺0時間の場

合))と明確化したことに加え、

従業員500人超の企業等において、

②所定内賃金が月額8.8万円以上①週の所定労働時間20時間以上

④学生は適用除外③勤務期間1年以上見込み

の要件を満たす短時間労働者に適用対象が拡大された。

.

平成29 (2017)年4月~

. 法改正により、従業員500人以下の民間企業において、労使合意があれぱ適用拡大を可能にする
とともに、国・地方公共団体は規模にかかわらず適用されることになった。

. しかし、令和2年年金法改正以前においても、被用者でありながら被用者保険の適用対象外の者
が多数おり、これらの方は国民年金の加入者となっており、低年金となりやすい状況にあつた。

※厚生年金保険の被保険者(フルタイム)は約4,400万人であるが、
週労働20時間以上の短時間労働者で約400万人が対象外であった(2018年度時点)

ノ:'児i^'子^、"・',"'
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短時間労働者への被用者保険の適用拡大(令和2年年金法改正)

働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観
点から、今回の改正では、50人超規模の企業まで被用者保険年金・医療の適用範囲を拡大。

2016年
10月~

①週労働時間20時間以上
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用除外
⑤従業員500人超の企業等

(適用拡大前の基準で適用対象となる労
働者の数で算定)

<被用者保険の適用拡大のイメージ>

30時間 ^^^^^^^^^^^

20時間

労使合意に基づく
任意の適用

今回の改正内容

ーーーーーーーーーーーr-ーーーーーーーーーーーー「

③勤務期間1年以上見込み

→(2022年10月~)懲座
(フルタイムの被保険者と同様の2力明超の到牛を適用)

適用拡大以前からの被用者保険適用対象(義務的適用)

1'

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

※1

※2

Y."・'.学"書!1三厶玉、.,'

100人50
令和2年度法改正時点の推計によるもの
20お年U月末時点(厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報))

11 適用範囲を拡大

1 (ヌ寸^数約20万人(※1))
11^エ^、戚ΥS嫌銚縛"靴紗、・'.、!ニ"虫催^、

⑤従業員500人超の企業等

→(2022年10月~) 100人超規模の企業に適用

→(2024年10月~) 50人超ヌ見模の企業に適用

2024年10月~

5Q^隻まで

^^

t

現在の適用拡大の対象(義務的適用)
(約90万人(※2))

^^^^^^^^^^

2022年10月~

^^^^^^^^^^

500人

2016年10月~

(従業員数)
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1.被用者にふさわしい保障の実現

・被用者でありながら国民年金・国民健康保険加入となっている者に対して、被

用者による支えあいの仕組みである厚生年金保険による保障倖侵酬比例の

上乗せ給付)や、健康保険による保障(病気や出産に対する傷病手当金

や出産手当金の支給)が確保される。

・保険料にっいても、被用者保険では労使折半の負担となる。

被用者保険の適用拡大の意義
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厚生年金保険においては、老齢、遺族、障害の3つの保障が充実し、年金が"2階建て"に
なる。

被用者保険の適用拡大のメ1ノット
Yゼ!辿'帖M

ニ"1
^

8



医療保険においては、ケガや病気で会社を休んだ時に「傷病手当金」、産前産後休業期間中
に「出産手当金」を受け取ることができる。

被用者保険の適用拡大のメ1ノッK医療保険)

詔医療メリット

0傷病手当金 ,......

ι

回Y .回

鯲1分で分かる!動画はこちら》>".'
回

業務外の病気やけがで会社を休んだ場合、偲知愈見部.卿

4日目から、最大1年6"月、給与の2/3の金額が受け取れます。懸

@出産手当金

苛
,ψ▲
/制"

勅変給癖の例 1釦日休んだ場合は郭,860円支給/1日あたり2,180円俳擦翻*月額給与兜,000陶堤合

出産のため会社を休んだ場合、出産の日以前42日から出産の日後56日までの期農

給与の2/3の金額が受け取れます。和

衣.

た

出動

は1

....,..

、・」.ノ'

休み

IN3B目仕畔嗹U)

J凡『゛^J;,'.えー
^^

9

J

休ん定日敗に応じて^仕日髄含0)

豪2支給譲の例 198日休んだ場合は213,640円支給/1日あたり2,180円俳護別*月譲給与兜'000円の場合

出産前42日(支給あり)

休み(支給あり)

..、

4日目以降仕日都倉廼)

出産後56日(支給あり)

ず
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パート・アルバイトの方

保険料は口座振替から給料天引きに!

これまで口座振替などの方法で支払っていた国民

年金・国民健康保険料が、厚生年金保険料・健康
保険料に変わり、給料からの天引きになります。
なお、保険料の半分は会社が負担します。

被用者保険の適用拡大のメ1ノット

配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方

扶養基準(130万円)を
意識せず働ける

これからは、所定内賃金が月

額8.8万円以上等の各種要件

を満たした場合に、厚生年金
保険、健康保険に加入し保険
料負担(労使折半)力渓斤たに発
生するものの、その分保障も
充実します。

これまで

●保険料のご負担

「、'.:'二拳耳.^

¥

^゛「"ト1

■■■^ これから

●会社

12,500円/月
^

^

1本人負担ない舮"
^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

※金額は、月収8.8万円の例です。

年金支給

これまで^これから

基礎年金(終身)

130万円

以上

10

年金は増額しません変化なし

基礎年金(終身)基礎年金(終身)

※金額は一例です。

国民年金・国民
健康保険加入

■■●●邑●●●■尋鼻●■■■■蜘●卿●昌●●●昌●●鼻●鴫昌■■

、1

^

¥

¥

^

点収88万円'会社
静_____■上 12,500円月

§本人負担ない,1"'
^^^^^^

年金支給年金が増額!
●●●●●●■●●●鼻曝堰●■■■■■

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

厚生年金保険

基礎年金(終身)

※金額は一例です。
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加入した年数に応じて報酬比例部分の額が充実。増えた年金を終身にわたり受け取れる。

※月収8.8万円の場合

■

適用拡大による個人の受益と負担

20年間加入

厚生年金保険料

10年間加入

月額8,100円

1年間加入

健康保険料

月額8,100円

月額4,400円

月額8,100円

増える報酬比例部分の年金額

(目安)

月額4,400円

月額8,900円/年額 106β00円
終身

1ゞ延"

月額4,400円

^

^、ー

医療費給付
+

傷病手当金

出産手当金

1 1

月額4,400円/年額52β00円
終身

月額440円/年額 5,200円
終身

゛

医療保険給付

基礎年金(40年加入)

月額68,000円/年額816,000円
終身



①~③のどのケースでも、いわゆる「130万円の壁」*は生じない。

*国民年金第3号被保険者(被扶養者)が 130万円の扶養基準を超えると国民年金第1号被保険者になるため、給付が増えない1こもかかわらず、

保険料負担が増えること

※月又8.8万の場△
①単身者、自営業者の配偶者など
(国民年金第1号被保険者、国民健康保険加入者)

適用拡大による個人の受益と負担

サラリーマンの配偶者など
(国民年金第3号被保険者、健康保険被扶養者)

^

保険料19,800円

③60歳以上の者など
(国民年金韮加入者、国民健康保険加入者)
※国民年金非加入者には、60歳以上の
者のほか、20歳未満の者等も含まれる

医療費
給付

^

※

^
:皀.、耳二

岬轤'■

基礎年金
68,000円 ;,"、倒に

、ー-1、"゛ー.゛、-L、,"、〒一^、,.』ι止.^..^,^^."..』"^巨一..ー゛゛.ーー●一'ー、』、、一畳".

1邑▲
寸

(終身)

医療費
給付

^

5,,31"¥卑、、=・' L '、

※

^

^驥途澤篝^二1●:●】闘^

ミ= r ;立"

厚生年金保臆三健康保臆被保臆者

はナ

(月額・10年間加入の場合)

医療費
給付

^

^
'ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー、

H呆険料(会社)12,500円 1

12

保険料(本N 12,5Ⅸ)円

r '員J風.■rJ 、ー,"子^ー^'「.JJ".、.

傷病手当

^

(終身)

医療費
給付

^
゛ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー、

1保険料(会社)12500円 1

(終身)

厚生年金
4

''

※図は報酬比例部分の年金額が増える分を示しているが、厚生年金の加入期間が480月
(卯年)に満たない者の場合は、更に経過的加算(基礎年金増に相当)が加算される。

保険半斗(本N 12,500円

基礎年金
68,000円

傷病手当

(終身)

^

(終身)

医療費
給付

厚生年金
400

基礎年金
68,000円

(終身)

(終身)

今)(
金
円 、

今)(
金
円 、

リ

叉



2.働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築

・労働者の働き方や、企業による雇い方の選択において、社会保険制度におけ

る取扱いによって選択を歪められたり、不公平を生じたりすることがないようにす

る。

・適用拡大などを通じて働き方に中立的な制度が実現すれぱ、働きたい人の能

力発揮の機会や企業運営に必要な労働力が確保されやすくなることが期待

できる。

被用者保険の適用拡大の意義
゛'...
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2016年10月以降、適用拡大によって短時間被保険者数は年々増加している。

(人)

1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

短時間被保険者数の推移

短時間被保険者数
■強制適用分■任意適用分

条条条条条条条朱尿条条朱尿条朱条条条条条条条条条条尿条条条
●舎ふぶ●舎ふ゛κや゛ふ Q9 兪 n9 ふ゛●゛そ9Q9 & Q9そ9'甲へ々q9そ9 ゛ S゛へ歌四ち、゛歌@匂も゛政g ちら゛歌ルちら゛政ぐレ仏ら゛政くレちらへへ政ぐレ匂.ヘヘ

゛ル

1.ー.、唾、1、、.ι.^;ゞ,.ー",.. ^

12248

892,412
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適用拡大によって厚生年金保険に加入した者の多くは女性または高齢層の方となっている。

短時間被保険者の性別・年齢階級呂"分布

男子

短時闇被保険者の性別・年齢階層別分布

33.0

19.1

6.1

6.0

5.5

5.2

5.6

6.2

フ.3

5.フ

平均年齢:53.2

(計20万人)

65~69歳

60~64歳

55~59歳

50~54歳

45~49歳

40~44歳

35~39歳

30~34歳

25~29歳

20~24歳

~19歳

(%)
40.0

-i.:"』る、
^寓

^四゛゛..-1'.、

歳

30.0

9.2

女子

20.0

14.5

14.3

10.0

0.4

15.3

13.フ

0.0

10.6

8.5

6.1

4.フ

2.

0.2

0.0

平均年齢:49.7 歳

信十62万人)

5.0 10.0 15.0 20.0

(出所)令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
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2022年10月の適用拡大において企業が適用を推進した理由は「本人の希望」

たほか、「労働者の必要人数の確保」、「労働者の待遇改善による定着」、

働いてもらいたしU 等の雇用管理の見直しによる回答も多くあった。

適用拡大に伴う企業の雇用管理の見直し状況

短時間労働者自身が、希望した(している)から

短時間労働者の必要人数を確保したいから

短時間労働者の待遇を改善し、定着を図りたいから

短時間労働者により長い労働時間、働いてもらいたいから

法律改正で決まったことだから

適用を回避すると、業務等に支障が出るから

週20時間未満では、雇用保険も適用されないから

無回答

企業イメージが向上するから

その他

親会社の方針やグループ会社の動向に準じるから

適用拡大策をとった理由(複数回答)

吽詠琴瓢曳,1勉私、え司搾勢δ鳥冷てゐ戸甜'諾譜み旨余甲纏★商倉)業。御5樹と、中立侮断.捌動者の意向
(出所)労働政策研究・研修機構 qlLPT)「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査(2022)

, 晶.ー'耳島二ー、

1^ト^」圖三.ノ.毛

25.5

23.1

20.1

が4割を超え

「より長い時間

1 '1.3

フ.0

16

45.8

(有効回答数=596)

66.0

0 20 40 60 80

四向

●":゛'

■

1
 
5
 
5

2
 
1
 
-



2022年10月の適用拡大に伴う被用者保険の加入状況をみると、就業時間を短縮して加入
回避した人より、被用者保険に加入した人の方が多かった。

適用拡大の労働者への影響について

第1号被保険者

・十

時間延長して加入

第3号被保険者

令和4年10月の適用拡大に伴い被用者保険に加入
又は加入回避した短時間労働者の内訳

その他

働き方は変わらず加入

U.1%

^

(注)調査1三回・し夫、従業具数四lfk、11圭念00今矮Cπ三のち論に竺噺しfリ_る易哩閲響動言語名)下和4f1喫ネ1、江甲1太.'1三より
1傍俊慢ι耆邑会女'H:'以1の、三1ヤ易哩ゞ气ミ1・゛〆考ゞ晋介、1永その他、(73名)の内訳0、な霜、乃そ'の他には、'由民年

(出所)労働政策研究・研修機構 qlLPT)

..、.、」{ト琴^
、Ξ^"ー.」、ー,.『

"^、^

゛1

17

312%

57.1%

43.8%

時間短縮して加入回避

「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査(2022)

一
゛

4

^
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3.社会保障の機能強化

・適用拡大によって厚生年金保険の適用対象となった者は、保険料の納め忘

れもなく、基礎年金に加え、報酬比例給付による保障を受けられるようにな

り、無年金・低年金を防ぐことができる。

・適用拡大は、どのような働き方でも共通に保障される基礎年金の水準の確保

にっながり、所得再分配機能の維持に資する。

(2014年・2019年の財政検証の試算でも、基礎年金水準の確保の効

果が示された。)

被用者保険の適用拡大の意義
゛,J
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■全世代型社会保障構築会議報告書令和4年12月16日

2.働き方に中立的な社会保障制度等の構築(被用者保険関係抜粋)
(2)取り組むべき課題

①勤労者皆保険の実現に向けた取組
0 勤労者がその働き方や勤め先の企業規模・業種にかかわらず、ふさわしい社会保障を享受できるよう1こす

るとともに、雇用の在り方に対して中立的な社会保障制度としていく観点から、以下の課題への対応を着実

に進めるべきである。

◆短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃

週20時間以上勤務する短時間労働者にとつて、勤め先の企業の規模によつて被用者保険の適用に違いが
生まれる状況の解消を図るべきであり、企業規模要件の撤廃について早急に実現を図るべきである。

◆個人事業所の非適用業種の解消
常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種については、労働者がいずれの事業所で勤務するかに

よって被用者保険の強制適用の有無カミ異なる状況の解消を早急に図るべきである。
また、勤労者皆保険を実現する観点から、「5人末満を使用する個人事業所」についても、そこで働く

方々への被用者保険の適用を図る道筋を検討すべきである。

勤労者皆保険(被用者保険の適用拡大)

■骨太2023 (経済財政運営と改革の基本方針2023)

第4章中長期の経済財政運営 2.持続可能な社会保障制度の構築
(社会保障分野における経済唄オ政一体改革の強化・推進)

勤労者皆保険の実現、年齢や性別にかかわらず働き方に中立的な社会保障制度の構築{こ向け、企業規模要件の
撤廃など短時間労働者への被用者保険の適用拡大、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消等に
つぃて次期年金制度改正に向けて検討するほか、いわゆる「年収の壁」について、当面の対応として被用者力撲斤
たに106万円の壁を超えても手取りの逆転を生じさせない取組の支援などを本年中に決定した上で実行し、さら
に、制度の見直しに取り組む。

」ご邑司邪K、 帥=、干'N/.

令和5年6月16日閣議決定
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令和 5 (2023 )年12月~

日本年金機構から、今回の適用拡大の対象となる可能性がある事業所宛てに、法律改正の内容や社会
保険労務士等の専門家による支援事業を案内しているガイドブック等を送付

スケジユール(従業員数51人~100人企業の場合)

事業所において、社内準備を実施

①加入対象者の把握

②社内周知

③従業員とのコミュニケーション(説明会・個人面i劾

令和 6 (2024)年9月上旬まで

日本年金機構から、令和6年10月より新たに適用拡大の対象となる事業所宛てに「特定適用事業所
該当事前のお知らせ」文書を送付

上記のお知らせ文書が届いた事業所は、令和6年10月より短時間労働者として被保険者となる者に
かかる被保険者資格取得届の提出準備

令和 6 (2024 )年10月

10月7日までに、対象者の「被保険者資格取得届」を提出※電子申請をお勧めしています

提出後は、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」、協会
けんぽ等より「被保険者証」が送付されます

詳しくは、
社会保険適用拡大
ガイドブックを

ご参照ください!

囲綴翻1瓣恂
社会保険適用拡大

ガイドブック

買全聾1盲
中;、j慧狩
ゞ^妻邑拡大芦設1ナイト^

6勲施' ●H阜"含椴胴
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電子申請のメリツト

・24時間365日インターネツトを使つてどこからでも申請可能です。

・移動時間の節約や交通費、郵送費の削減が期待できます。

・申請結果(決定通知書、被保険者証等)は、紙と比べて早く受け取れます。

手続きは電子申請で簡単に

紙に記入

.゛

届書データ作成

二甲a●

電子申請のご利用方法

'載内容の確認

.」.'

届書データ作成、申請

CD等の媒休に書

年金事務所に持ち込み
もしくは郵送

努

STfp

rGビズ1D刈の
カウント取得

i

^

もし
・務一にち込み

☆日本年金機キ董ホームページに電子申請利用案内動画や電子申請相談チャットを掲載しています。

「Gピズ1D」の詳ししM勾容、手続きは

Gピズ1Dホームページをご覧ください。

hせPS://gbiz・idgo.jp

※Gビズ1Dとは1つのアカウントで
複数の行政サーピスにアクセスで
きる認証システムです。

送

令和3年3月令和4年3月令和5年3月

(伊1:Gビズ1Dと届書作成プログラムを利用した電子申請)

不要

※資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、主要7届※における電子申請実施率
賞与支払届、月額変更届、扶養異動届、
国民年金第3号届

E ^ 0、^^.'Cミ告駈

il

'..」、.
气

57%

舮
STEP

申請データの
作成

2

64%

舮
3
STEP

届書作成

゜ログラム※から
申請

htヒPS://WWW.nenkin.go,jp/denshibenrvindex.htm

※届書作成プログラムとは届書を
簡易{こ作成・申請できるプログラ
ムで無料でダウンロードできます。

日本年金機構電子申請 検索
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企詩見模到牛の「1延業員数」は、 4分の3基準を満たす者を指し、

者を含まない

企業ま見模要件(従業員数のカウント方法)

中小企業基本法上の

「従業員数」

(※パートを含む)

80人^

23

月ごとに従業員数をカウントし、直近12か月のうち6か月で従業員50人超の企業規模

を上回ったら適用対象となる

ゾー度適用対象となったら、従業員数が基準を下回っても引き続き適用。ただし、同意対象者(被

保険者(4分の3基準を満たさない短時間労働者を含む)及び70歳以上の使用される者)の3/4

以上で組織する労働組合又は同意対象者の3/4以上の同意等で対象外となることができる

念郭臼

従業員数のカウントは、法人は百一の法人番=をする全適用

フルイム(50 )
、.J 、-J L^

は固々の適用

,

そ

C^、ιゴ

所

>のノ＼ー

被用者保険適用上の企業規模

要件における「従業員数」
(※パートを含まなしD

50人^

yでイテう

ブコ

所位、個△事^=

=



労働時間要件

週の「所定労働時間」とは?

就勢見則、雇用契約書等により、その者が週に勤務すべき時間をいう(雇用郁貪の目刈及いと同様)。

「所定労働時間」が週単位で決まつていない場合

=>

① 1か月単位で定められている場合

1か月の所定労働時間を12分の52(※)で除して算定^

(特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は、その月を除いて算定)

② 1年単位で定められている場合

1年の所定労働時間を52(※)で除して算定^

③ 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合

・才平均により算定

(※)それぞれ、 1年間の月数を「12」、週数を「52」として週単位の労働時間に換算

週の所定労働時間カセ0時間以上あること

労働時間要件について

☆所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった

場合は、連続する2月において引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる状況となれぱ、実際の

、・. J、、'1.、r

、、、^

1旦_、日」 貪 王腫
Ξ, 昇する。
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賃金要件才所定内賃金が月額8.8万円以上であること

「所定内賃金」とは、週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた賃金のこ

と。ただし、次に掲げる賃金は除く。

除外対象となる賃金

① 臨時に支払われる賃金

例結婚手当など

1月を超える期間ごとに支払われる賃金

例賞与など

時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金

例割増賃金など

最低賃金法で算入しないことを定める賃金

例精皆勤手当、通勤手当、家族手当など

②

賃金要件について

③

④

☆被保険者資格取得届や算定基礎届の提出時の陸及酬月額」については、短時間労働者についてもー
般の被保険者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤手当等も含め
て届出が必要。(上記の取扱いとは異なる)

'ノ.'ιイ'-i"_
」゛凱ずゼ武^.、
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原則として学生は適用対象外

大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等(※)1こ在

学する生徒又は学生→適用対象外

(※)その他、除外対象となる学校などは、厚生年金保険法施行規則第9条の6に列挙

例外(適用拡大の対象になりうる者)

学生要件について

.卒業見込み証明書を有し、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する

予定の者

●休学中の者

.大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者など

☆上記は4分の3基準を満たさない学生に係る基準であり、 4分の3基準を満たす学生については、一般

の被保険者として厚生年金保険の適用対象となります。

▲●』.゛^1.

、『一^ー、
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雇用期間の見込みが2か月超は適用

勤務期間要件は撤廃

今回の法改正により、 2022年10月以降、短時間労働者にかかる「勤務期間1年以上」の

要件が撤廃

フルタイム労働者と同様の基準が適用され、雇用期間の見込みが2か月超の場合にーヲ

被用者保険の適用対象となる

27

雇用期間2か月以内であつても適用される場合

①就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新され

る場合がある旨」が明示されている場合

②同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により最初
の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

など、雇用期間2か月以内の場合であっても、当該定めた期間を超えて使用されること

が見込まれる者につぃては、当初から適用。

ーヲ 一般労働者と同様の基準が適用

☆①②のいずれかに該当するときでも、労双方により、畏初の雇用釖,匁の,占を超えて雇用しない

ことにつき△意してぃるときは、雇用釖,勺の占を超えることが見込まれないとしてり

J占虻"亨.,'き,ゞf、J-

つ。



前回の適用拡大の対象企業における好事例

従業員への丁寧な説明が、安定的な労働力の確保に有効

社会保険未加入だった非常勤スタッフが、社会保険に加入した場合としなかった場合の手取

り額の変化を試算すると、短期的には世帯収入が減少することが分かったが、今後の子供の

成長や自身のキャリア上、同社にて長く働きたいという思いもあり、長期的な視点に立っ

て、適用拡大を機に、常勤へ雇用形態を変更し、社会保険に加入した。【複合サービス業】

キャリアアップ助成金の新コース開始を契機として、社会保険料をカバーする手当を創設し、就業
調整を行ってぃる従業員を中心に、店舗マネジャーとの個別面談を実施。面談の際に、社会保険加
入のメリット・デメリットをわかりゃすく伝えたほか、「手当支給を活用して加入」「勤務時間を
延長して加入」「来年から加入」等、従業員のライフスタイルに応じた選択肢を提示。また、家庭
でも相談しやすぃ資料も作成。その結果、就業調整を行わず社会保険に加入することを希望する従
業員が増加。【飲食業】

従業員へ必ず配布する「給与明細」と、社会保険加入に関する案内文書、厚生労働省が作

成したチラシを同封し、対象となる従業員全員へ案内。会社が配布する文書のうち給与明

細はパートタイマーがよく見てぃるため、目に触れる機会の向上に寄与した。【サーピス

業】

(出所)適用拡大特設サイト(※趣旨を変えずに文章を縮約している部分がある)

、,よ虫社
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事業主・従業員の方向けの説明会や適用拡大に関するご相談に、ノウハウ豊かな社会保

険労務士を、年金事務所を通じて無料で派遣。

※顧問契約等を結んでいる社会保険労務士がいる場合は、契約を結んでいる社会保険労務士

へご相談ください。

専門家活用支援事業の活用

例えぱこんなサボートができます

適用拡大

に向けた準備

の検討

企業単位・事業所単位のほか、寸

まずは、管轄の年金事務所にお電話ください!

,...,..、'プ',..

'、 が▲

手続きに

関する
アドバイス

施する 今等でのご利用も可能です。
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令和6年、厚生労働省ホームページ内の「社会保険適用拡大特設サイト」をりニユーアル。
インターネットを通じて、適用拡大に関する動画・チラシ・ガイドブック等の提供や、「専
門家活用支援事業」等の各種支援事業に関する案内を行っている。

社会保険適用拡大に関する広報コンテンツ

6廖匡亘亘声結姦尋隼子用弦大

1 ',yご、, 11'ー," 1、ヨ
社会保険当円抵大特設サイト

・'厚生労働省から法律改正のお知らせ

吐貞興菩'罵並大杓討,ι=●ユ罵尊め、人事・胃粛琴壷壱のAも●ネ.゛吐●典鴇抑工のゞ,,+"◆11
゛輩皇語の買七を如.'たい尋寮吾のA玉゛1 角けのサイトを?酋L工し、

^^,゛風、^

^^^

牡会偉陵適用捧大の

^

",";

吐轟◆拝1●1-゛'二0、、ξ伽Lく忙り':、,

埜ヨtこ遅亜rデ

If

0

^

厘三1ヨ

適用拡大に関するQ&A集や届書の申請等については日本年金機構ホームページをご覧く
ださい。

牡全係険加入のメ,」ケトや^

ヒ'畢坤'■サー=う'こ艇

ゐノ//y'/1ν'/Zノノ女2ιy'/h//ノブブ" 1ノノノメメX才ιナ'フ'/ブノHノノ"フ女/〆ノ

田綴腎綛獣圷'

"二峠 ",1)

社会保険適用拡大
ガイドブック

七4●無●雪"+:う、't師し、モ:「

、^.L .':と、冒::」.^'゛E

^^"" 12,"亀個貞.・']早霊足球.、、・!ノ

^妻用拡大特竺了イト鰹

こJ"ノ^ノιノιノr':乞XI"フ'影'ル1'ιフノψ/ナノ"グ"1,/4iノオ'■寓ノケ'y'プ'ψι'Σ"

ξξ}'パート・アルバイトのみなさまへ

吏う厚生鬼亀当

社会保険適用拡大特設サイト

社会保険適用拡大
ガイドブック

0旦声き,全曼処

ht如S://゛/WW.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

^隻思竺大特声サイ上堺

6厘翫亀貧 命日本拜全熈処

グ J"弐ト
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「社会保険適用拡大特設サイト」で提供しているガイドブック等の紹介

社会保険適用拡大人事・労務管理者向け手引き

人事

■

向け

曾鐙

4't、,、

.ー.、

、、、 i)

こんなとき!どうする?

手引き

^

＼こん#とき1

'"""*"帷"""'●
飼入,ることにな毛

事瓢Mや礎煮員老処りたい

、

.

/

糎堂陶へ●桝朗に鼻たつて

常イントが郊りたい

.

、.

J
,」

人事労務管理者向けに手引

コ きの使い方について説明し
た動画にご案内します

罵燭頁任名へΦ謹嗣に鼻たつて
案イントが磐りたい

＼どう首毛?ノ

"

.
樹霞臭ん●別明冉春●
*イントが餐りたい冒韻内曹

0
熨黒員へ●艮呪方筆Φ
常イントが処りたい既酬"垂

0

人事労務担当者の疑問に

そって読み進められる手引
きです。

疑問点だけを確認すること
も可能です。

ゼんな堺冒でどのツール
1,,シ,"ンつレット、"轟りイト,●画1

が便えるが釦りたい

「適用拡大に関する好事例を踏まえた人事・労務管理者向け手引き」
について有効に活用していただけるよう、活用方法がわかる解説動
画(5分程度)で使い方が確認できます。

従業員のよくある疑間を解

トー御*
厚生労働省が提供している

ンツのご案内です。
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適用拡大の対象になった場合には、
企業内における説明を計画的に進
めることが重要となります。

どのようなことを考慮する必要があ
るのか、どのように進めたらよいの

か等、先行の企業における好事例の
ヒアリングから得られた情報を元に
社内計画の立て方や社内承認を得
る上での説明のボイントを確認でき
ます。
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従業員への悦朋内容のホイント
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パート・アルバイトで働く方のシフト管

理などの労務管理は、現場管理者が
行つているケースも多くあります。

現場管理者が従業員に説明する上で
の伝達方法や、従業員の属性による説
明のボイントを確認できます。
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社会保険加入の詳細
な要件など、従業員
の様々な疑問に回答
するためのQ&Aを
確認することができ
ます。
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「社会保険適用拡大特設サイト」で提供しているチラシの紹介
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社会保険適用拡大従業員向けチラシ
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社会保険の加入要件やメ1山ソトを
図解で確認できます。

縦型1分ショート動画で確認で
きます。
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傷病手当金や出産手当金の給付
内容について図解で確認できま
す。

給付金額のイメージができるよ
う計算例も掲載しています。
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社会保険加入

、3ステップノ

厚生年金保険に加人した場合の、
年金額の変化について図解で確
認できます。
給付金額のイメージができるよ
う計算例も掲載しています。

自分の年金額の変化を調べるた
めに公的年金シミユレーターを
ご案内しています。
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自分の手取り額の変化を調べるための
シミユレーターを案内しています。
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手取り額の変化のイメージを縦型
1分ショート動画で確認できま

す。 r
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ねんきん定期便に記載の二次元コードを
スマートフォンで読み込んで年金額の変
化を調べる「公的年金シミユレーター」を
案内しています。
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個々人の現在の状況と働き方・暮らし方の変化に伴う将来の年金額の見通しを「見える化」
し、老後の生活設計をより具体的にイメージできるシミユレーションツール。

■公的年金シミユレーターの特徴

【簡単でスムーズな操作性】
・1D・パスワードは不要で、すぐに試算を始めることができます。
「ねんきん定期便」の二次元コードを利用すれぱ、よりスムーズ
に入力が可能。検索サイトなどからのアクセスも可能。

【グラフを表示しながら試算できる】
・スライドバーを動かすと年金額の変化が一目で分かる。

【データ管理も安心・安全】
・個人情報は記録、保存されません。

■公的年金シミユレーターの使い方

公的年金シミユレーター

@
「ねんきん定期便」の二次元コード

をスマートフォンから読み込む
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検索サイトなどからのアクセスも可能!
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生年月日を入力し、

「試算する」をタップ
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^将来の年金受給見込み額がパッと表示されます!

.

^

司,

闘乳●、、疇.リ

'ν"■.出支_■:

■,■

カンタンに条件変更が可能!

今後●年曜

450 万円

直接入力

目

スライドバーの移動や+ーボタンのタッブ、

数字の直接入力で、「今後の年収」、「就労完了

年凱」、「受蛤朔始任齡」が局mに変更できます

峯畳検に1力された年盆の却入壮況により、擬作できる
スライドバーが貞=りま,
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社会保険適用拡大特設サイト

マスコツトキヤラクター

「あんしん招き猫」

ご清聴ありがとぅございました
ご不明な点がありましたら、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
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